
－ 制 定 ・ 改 廃 の 概 要 － 

 

条例名      東京都廃棄物規則の一部を改正する規則 

公布年月日・番号 平成 27年 3月６日・東京都規則第 12号 

 

１ 概要 

（１）改正理由 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46年厚生省令第 35号）第

９条第２号及び第 10 条の３第２号の規定に基づく産業廃棄物の再生利用業の一

般指定に関する規定を追加等する必要がある。 

 

（２）改正概要 

   第 29 条の３を新設し、産業廃棄物の再生利用業の一般指定に関する規定を追

加するほか規定整備を行う。 

   

２ 施行期日 

公布の日 

 

３ 問合せ先 

  資源循環推進部 計画課  

直通 03‐5388‐3577 

内線 42‐815 


